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薬剤師とは

薬剤師法第1条には以下のように果たすべき役割について記載されています

「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事

衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向

上及び増進に寄与し、もって国民の健康的な

生活を確保するものとする」



薬剤師の仕事とは

＊病院・町の薬局での調剤業務

＊一般薬・医療材料などの販売

＊役所や保健所、麻薬捜査官など公的機関

＊製薬企業・化粧品会社などの化学系会社

＊地域医療の一員としてのかかりつけ薬剤師

＊包括ケアの中での介護・福祉の相談



在宅医療における薬剤師の役割とは

ご自宅での療養を希望される患者様に対しては

＊処方薬を枕元までお届けする

＊正しい飲み方を伝える

＊飲みやすくする工夫をする

＊副作用の有無を確認する

＊適切な保管方法を助言する

＊医療材料や一般薬をお持ちする



在宅医療における薬剤師の役割とは つづき

医師・歯科医師や看護師、ケアマネジャー、三士会など多職種に対しては

＊綿密な連携をして情報を共有する

＊他職種の方々の薬に関する負担を軽減する

患者様のご家族や地域の方々に対しては

＊人と人とのつながりを大切にし、QOLを上げる

＊健康づくりや衛生指導など様々な角度からサポートする



在宅医療実施のきっかけ

医師・歯科医師の指示型 薬局提案型 多職種提案型

情報の共有・問題点の相互認識情報の共有・問題点の相互認識

直接訪問して説明

訪問して状況判断

医師・歯科医師に情報提供
在宅指示

患者様・ご家族の同意を得て在宅開始

在宅指示 薬局で疑問視



薬剤師の包括ケアにおける位置づけ

患者様

（利用者様）

住まい

元気に暮らすには

介護予防・生活支援

地域包括支援センター

ケアマネジャー

行政・老人クラブ・自治会
ボランティア・ＮＰＯ など

困ったときの相談は

コーディネータ－

介護が必要になった

介護サービス

病気になったら

医療機関

病院・医院
（かかりつけ医・歯科医
薬局
（かかりつけ薬剤師）
看護師・リハビリ三士
など

在宅系サービス
（訪問介護など）
入所・通所系サービス
（介護老人施設など）



まだまだ課題は多い
＊ 薬剤師による在宅訪問業務が医療・福祉関係者に周知・理解されていない

どんなことをしているんだろう？

＊ 在宅訪問業務の応需可能薬局の情報不足

どこの薬局で受けてくれるの？

＊ 対応できる薬局の数が足りない

在宅の経験不足・薬局の規模・人員の不足

＊ ちゃんと飲めているか・効果はあるか・副作用はあるかなど情報収集の難しさ

直接患者様からお聞きすることが物理的・時間的・心象的な問題がある場合が多い



神奈川県薬剤師会 くすりと健康相談薬局



横須賀市薬剤師会 在宅支援薬局ネットワーク

横須賀市薬剤師会 会員薬局 医療関係者・福祉関係者

患者様
ご家族

薬剤師会

薬局を
探してる

リストに登録
問い合わせ

紹介
フォロー

在宅開始

回答

報告

指示

かかりつけ

かかりつけ
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